








以外の都市計画道路）」の整備方針として、道路は、過密な都市の貴重なオ  

ープンスペースであるという役割や景観を形づくっている役割を担ってい  

ることを重視して、緑化等の道路環境整備を働きかけ、整備を進める際に  

は、自動車だけでなく自転車・歩行者の通行の場であることを重視して、  

充分な幅を持っ歩道の確保や段差の解消などを行うなどとの、方針が示さ  

れた。  

また、下北沢駅周辺地区は、「拠点周辺歩行者ゾーン」にも位置づけられ、  

待ち合わせや買物途中に一息入れられる辻広場を整備するなどとされた  

（丁第4号証34頁）。  

さらには、「小田急線」については、連続立体化事業の進捗にあわせて、  

駅周辺整備及び関連する道路などの都市施設、バス広場等の地域利用型施  

設を充実させることとした（丁第4号証36頁）。   

ウ 「緑と水の整備」の点は、北沢地区共通の方針として、「オープンスペー  

スの保全と緑の創出」と題し、交通のネットワークを支える主な道路や歩  

行者系道路に接し、宅地への転用が考えられる農地等は、公有化も含め公  

共的な活用を図ることとされ、また、「主要な道路の緑化」として、主要な  

道路については、四季を通じて特徴のある街路樹を積極的に増やしていく  

ことにより、自然を感じられる環境を育てていくこととした（丁第4号証  

43頁ないし44頁）。   

エ 「都市景観形成の方針」の点では、下北沢駅周辺地区を「拠点の景観形  

成」として、電柱、看板等の整備、住宅の緑化ないし商店のセットバック  

による魅力的な空間の拡充等を図ることとした（丁第4号証51頁ないし  

52頁）。  

2 平成10年6月1日、世田谷区長は、下北沢街づくり懇談会から、「下北沢に   

おける街づくりに関しての提言書〔下北沢街づくりグランドデザイン〕」の提   

出を受けた（丁第5号証）。  

（1）下北沢街づくり懇談会は、下北沢の街づくりの諸問題に対し、意見の交換   

を行い、共通の認識と相互の理解を図るとともに、今後の下北沢の街づくり  
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おける街づくりに関しての提言書〔下北沢グランドデザイン構想図〕」（以下「構   

想図」という。）の提出を受けた（丁第7号証）。  

（1）構想図は、前記2の提言書に基づく具体策を示したものであり、両者が一  

体となって「下北沢地区街づくり基本構想」を構成していくものとされてい  

る（丁第7号証2枚目）。  

（2）構想図は、大きく、「都市基盤・交通機能の方針」と「土地利用の方針」の  

2つで構成され、「都市基盤・交通機能の方針」には、下北沢らしさの維持・  

発展を図りつつも、鉄道2線が交差する付近に、駅を挟んで広場を設置し、   

南北が一体化した駅前の拠点とする（駅前拠点広場）、茶沢通り、鎌倉通り  

から駅前拠点広場にアクセスする道路を4方向から整備し、沿道部及び駅前  

への緊急車両のアクセスルートとして、さらには広域避難場所への避難路と  

しても機能させ、災害時に備えるものとする等の提言が掲げられ（丁第7号  

証3枚目ないし5枚目）、また、「土地利用の方針」には、鉄道利用客にも地  

域住民にも魅力ある、幅広い顧客層に対応する質の高い広域生活拠点を形成  

する等の提言が掲げられていた（丁第7号証7枚目ないし8枚目）。  

6（1）平成12年4月、参加行政庁は、上記の経緯等を踏まえ、世田谷代田駅・   

下北沢駅・東北沢駅についての駅前広場構想を策定するため、住民アンケー   

ト調査、駅前広場必要面積の算定等を内容とする同構想案作成調査について、   

調査会社に委託した。  

（2ト 同年11月、参加行政庁は、調査会社から、駅前広場構想案作成調査（世  

田谷代田駅・下北沢駅・東北沢駅）報告書の提出を受けた（丁第8号証）。  

（3）上記報告書は、まず、住民アンケート調査について、下北沢駅を中心に概  

ね半径800mの円の中等の住民で、かつ、年齢が15歳以上の者を対象に、  

無作為に3000人を抽出して行い（丁第8号56頁及び57頁）、下北沢駅につ  

いては、同駅のイメージとして、「にぎやか（72％）」、「若者が多い（87％）」、  

「混んでいて歩きにくい（84％）」等の集計結果が出され、また、自由意見と  

して、「下北沢駅前は狭くて日曜祭日等は人の山で歩けない。下北沢駅及び  

南口広場の商店街の道幅を広げてほしい」、「駅前広場がないので雑然とし  
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ている。ゆったりとしたスペースを取ってもらいたい。バス停も離れていて、   

タクシーも乗りにくい。」等の意見が寄せられた（丁第8号証68頁、77頁等）。  

（4）下北沢駅前広場の駅前広場必要面積の算定等について、上記報告書は、下   

北沢街づくり懇談会から、参加行政庁が前記2及び5のとおりの提言を受け   

ていること等から、これらの提言等を踏まえ、再検討のうえ、、最終的に、下   

北沢駅前広場の駅前広場必要面積を約5，300nfとした（丁第8号証128   

頁ないし135頁）。  

（5）なお、この駅前広場構想案作成調査については、世田谷区議会都市整備委   

員会において、平成12年6月19日及び同年7月6日に、報告がなされて  

いる。  

7 平成13年3月、参加行政庁は、前記新都市整備方針について、正式に都市   

計画法18条の2に規定する世田谷区の都市計画に関する基本的な方針とし   

て位置づけるとともに、同整備方針を一部修正し、「世田谷区都市整備方針（世   

田谷区の都市計画に関する基本的な方針）」（以下「平成13年版都市整備方   

針」という。）を定めた（丁第9号証）。  

この平成13年版都市整備方針においても、下北沢駅周辺地区については、  

「地域の街づくりの課題」、「整備方針」等の点で従前と同様の課題、方針等が   

示され、単に、事業の進捗状況等に鑑み、「地域整備にあたっての重要性・総   

合性・緊急性等の条件を総合的に考慮し、方針策定時よりおおむね10年以内   

に、完成あるいは着手すべきもの。」とされたに過ぎない（丁第9号証）。  

8 平成13年3月、参加行政庁は、「東北沢駅・下北沢駅・世田谷代田駅の駅   

前広場整備構想」（以下「駅前広場整備構想」という。）を策定した（丁第10   

号証）。  

（1）駅前広場整備構想は、まず、東北沢駅・下北沢駅・世田谷代田駅の3駅に   

共通する基本的な方針として、次の7点を挙げた（丁第10号証2頁）。  

ア 歩行者優先の広場  

駅端末交通手段としては、徒歩・自転車等に特化しているため、歩行者  

を最優先に考えた駅前広場とする。  
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る都市計画は、基本方針に即したものでなければならない、と定めていると   

ころ、区画街路10号線計画は、丁第3号証のとおりの整備がなされること   

となっているから、都市計画法18条の2第1項の世田谷区の基本方針であ   

る世田谷区都市整備方針において示された北沢地域についての「地域の街づ   

くりの課題」（前記第2の1（2））を踏まえた「北沢地域の整備方針」（前記第   

2の1（3）及び第2の3）に即したものである。  

（5）さらに、参加行政庁は、本件の区画街路10号線計画を決定するにあたっ   

ては、昭和59年12月に、地元の2町会・4商店会の会員によって発足し   

た下北沢街づくり懇談会から提出を受けた「下北沢における街づくりに関し   

ての提言書〔下北沢街づくりグランドデザイン〕」（丁第5号証）及び構想図   

（丁第7号証）の内容を掛酌し（前記第2の2ないし8）、下北沢駅周辺地   

区街づくり調査（前記第2の4）及び駅前広場梼想案作成調査（前記第2の   

6）の2度にわたる調査を実施したうえで、上記世田谷区都市整備方針の下   

位計画に位置づけられる「駅前広場整備構想」（丁第10号証）を策定して   

いるのであるから（前記第2の7）、充分に、考慮すべき事項ないし事情を   

考慮している。  

（6）また、都市計画制度の運用にあたっての基本的考え方、ないし、あり方に   

ついて、国が、地方自治法245条の4に基づく技術的助言として、「都市   

計画運用指針」（平成13年4月18日国都計第61号。以下「運用指針」とい   

う。）を策定しているところ（丁第19号証）、本件の区画街路10号線計画   

は、次のとおり、運用指針の内容に適っている。   

ア 運用指針は、「鉄道駅等交通結節点においては、複数の交通機関間の乗り  

継ぎが円滑に行えるよう、必要に応じ駅前広場等の交通広場を設けるもの」  

としているところ（丁第19号証五五三・259・二六六頁）、下北沢駅は、小  

田急小田原線と京王井の頭線の交差駅であって、各線の急行停車駅という  

交通の要所にある（丁第10号証2頁）。   

イ 運用指針は、交通広場について、「周辺幹線街路と一体となって交通を処  

理するものについては道路の一部として都市計画に定めることが望まし  

－14－   



い」とし、また、「位置については、交通安全、円滑な交通処理の観点から、   

周辺街路との接続のあり方、また都市の玄関口としての景観形成の観点か   

ら、周辺建築物や街並みとの調和等に十分配慮しながら、適正な位置を選   

定することが望ましい」としているところ（丁第19号証五五三・259・二六   

六頁）、区画街路10号線計画は、東京都市計画道路幹線街路補助線第54   

号線に接続し、同幹線街路補助線第54号線と一体となって整備するもの   

であり、区画街路（道路）として都市計画決定している（丁第1号証）。  

ウ（ア）運用指針は、交通広場の規模、構造等について、 「交通広場の規模は、  

交通機能の確保のための交通空間と、公共的なオープンスペースとして  

良好な環境形成のための環境空間が、それぞれ適正に確保されるよう定  

めるべきである」としているところ（丁第19号証五五三・259・二六六  

頁）、区画街路10号線計画の規模は、「下北沢駅周辺地区街づくり調査  

報告書」（丁第6号証）により1日あたりの乗降人員を約6万人と、「駅  

前広場構想案作成調査（世田谷代田駅・下北沢駅・東北沢駅）」（丁第8  

号証）による駅端末交通分担率のバス4．42％、タクシー0．31％、自動  

車0．10％、徒歩・二輪95．16％を基に、良好な歩行環境や駅前滞留空間  

の確保、バリアフリーを考慮した交通施設の配置、自動車や歩行者の動  

線、防災空間の確保や、緑化などの景観に配慮し、下北沢駅前広場の駅  

前広場整備面積を約5，300nfとしている（丁第3号証）。  

（イ）運用指針は、交通空間について、 「バス乗降場、タクシー乗降場、自  

家用車乗降場、タクシー駐車場、自転車駐車場、歩道及び車道等をそれ  

ぞれ必要な規模で配置することが望ましい」としているところ（丁第1  

9号証五五三・259・二六六頁）、区画街路10号線計画は、バス乗降場、  

タクシー乗降場等の各交通施設の必要規模を積み上げて算出する48  

年式で算出される施設数を参考に、バスバース：2（乗車場1、降車場  

1）、タクシーバース：2（乗車場1、降車場1）、タクシープール：6  

（乗車待ち）、自家用車バ」ス：2（身障者対応1、一般車1）を配置  

することとなっている（丁第3号証）。  
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（ウ）運用指針は、環境空間について、「当該広場の都市における景観形成  

の位置づけ等を勘案しながら、歩行者の溜り、緑化や修景施設のために  

必要な規模を確保するとともに、周辺の建築物と一体となって都市の玄  

関口にふさわしいシンボルとしての景観が形成されるよう、その規模を  

定めることが望ましい」としているところ（丁第19号証五五三・259・  

二六六頁）、街路景観形成を考慮した緑化空間の確保等も考慮し、交通  

広場への導入路部分の、十分な歩道幅員を確保している（丁第3号証）。  

（ェ）運用指針は、「今後の高齢化の進展等に配慮し、バリアフリーのた  

めに必要となる幅員や施設に配慮した規模、構造となるよう計画を定  

めることが望ましい」としているところ（丁第19号証五五三・259・二  

六六頁及び二六七頁）、交通広場の段差解消を図るほか、障害者対応の  

自家用車バースを設け、交通広場への導入路部分に、快適かつ安全に通  

行できる歩道（車道の両側部分に各8m）を確保している（丁第3号証）。   

（7）以上のとおりであるから、区画街路10号線計画は、実体面においても適  

法なものである。  

第4 原告らの主張に対する反論   

1原告らは、区画街路10号線計画について、住民の意思が全く反映されてい  

ないから、都市計画法16条1項、17条1項・2項、18条の2第2項、2   

1条2項等に違反する旨主張する（訴状38頁23行目ないし40頁4行目）。  

しかし、区画街路10号線計画は、地元の2町会・4商店会の会員によって  

発足した下北沢街づくり懇談会から提出を受けた前記各提言書の内容を掛酌  

し、さらには、都市計画法21条2項において準用する同法17条2項に基づ  

く意見書の提出を受け、住民説明会、区議会常任委員会への報告などしている  

から、充分に住民の意思が反映されている。  

したがって、原告らの当該主張には理由がない。   

2 原告らは、区画街路10号線計画について、 環境アセスメントを行っていな  

いから、環境影響評価法ないし東京都環境影響評価条例に違反する旨主張する  

（訴状40頁5行目ないし42頁10行目）。  
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